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第１章 計画の策定にあたって 
               

 １ 計画策定の趣旨 

日本の自殺死亡者数は、1998年（平成10年）以降、14年間連続で毎年３万人を超えていました。

2006年（平成18年）に国が策定した「自殺対策基本法」が施行されて以降、「個人の問題」と認識さ

れがちであった自殺は広く「社会問題」と認識されるようになり、国をあげて自殺対策が総合的に

推進された結果、自殺者の年次推移は減少傾向となるものの、現在でも２万人を超える水準となっ

ています。 

こうした中、2016（平成28）年４月「自殺対策基本法」が改正され、全ての自治体に自殺対策計

画の策定が義務付けられ、地域レベルでの自殺対策をさらに推進することとされました。 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、

様々な社会的要因があることが知られており、その多くは防ぐことのできる社会的な問題です。 

このため、泊村としても村の自殺対策計画（泊村いのちを支える村づくり計画）を策定し、「生き

ることの包括的な支援」として、地域全体で自殺対策に取り組み、「誰も自殺に追い込まれることの

ない泊村」の実現をめざします。 

 

 ２ 計画の位置づけ 

本計画は、「自殺対策基本法」第十三条第２項に基づく「市町村自殺対策計画」に位置づけられ、

本村の総合的な自殺対策について基本的な方向を定めるとともに、具体的な取組を示すものです。 

■自殺対策基本法（抄） （平成 18年法律第 85号） 

 

  

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区

域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計

画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案し

て、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自

殺対策計画」という。）を定めるものとする。 



 

2 

 

 

 ３ 計画期間 

本計画の計画期間は、2019年度（平成31年度）から2023年度（令和５年度）までの５年間とし、

本計画の最終年度である2023年度（令和５年度）に見直しを行うこととします。 

 

2019 
年度 

(H31年度) 

2020 
年度 

(R２年度) 

2021 
年度 

(R３年度) 

2022 
年度 

(R４年度) 

2023 
年度 

(R５年度) 

2024 
年度 

      

 

 

 ４ 他計画との関係 

本計画は、国の「自殺総合対策大綱」及び北海道の「北海道自殺対策行動計画」と整合性を持た

せるとともに、村内の関連する個別計画との連携や整合性に配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いのちを支える 
村づくり計画 

泊 村 総 合 計 画  

泊村自殺対策計画 
《2019～2023年度》 

見直し 

次期 
計画 

自殺総合対策大綱 

北海道自殺対策行動計画 

[関連計画] 

泊村子ども・子育て支援事業計画 

泊村障がい者計画 

泊村高齢者保健福祉計画 

泊村健康増進計画 など 

泊  村 
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  ５ 計画策定の体制 

計画の策定にあたっては、福祉担当部門である泊村保健福祉課を中心として、計画の策定を行う

とともに、計画策定の基礎資料を得ることや村民の自殺対策に関する意識の把握を目的として、村

民を対象としたアンケート調査と住民懇談会を実施しました。 

また、泊村の現状や村民の意見を反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者等

の構成による「泊村保健福祉委員会」を設置し、計画内容の審議を行いました。 

■策定体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

泊村（計画決定・実行機関） 

アンケート調査・ 

住民意見懇談会 

（村民の実態、意見の把

握） 

泊村保健福祉委員会 

（審議等機関） 

保健福祉課 
（事務局機能） 

庁内関連部署 

調整・連携 

運営事務 意見反映 

意見 
反映 

審議 
依頼 
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  ６ 自殺予防に関する国の動き 

（１）自殺対策の基本認識 

自殺対策基本法の施行から10年が経過し、我が国の自殺対策は大きく前進したものの、非常事態

はいまだ続いており、我が国の自殺問題は決して楽観できない状況にあります。このような認識の

下、2016年（平成28年）３月、自殺対策を、地域レベルの実践的な取組による生きることの包括的

な支援としてその拡充を図り、さらに総合的かつ効果的に推進するため、自殺対策基本法が改正さ

れました。 

国が進める自殺対策の指針となる自殺総合対策大綱では、「誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現を目指す」を自殺対策の基本理念とし、自殺の現状と自殺総合対策における基本認識を

次のとおり示しています。 

 

基本認識１：自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、自ら命を絶つ瞬間的な行為だけでなく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込

まれるプロセスとして捉える必要があります。 

様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられなかったり、社

会とのつながりの減少や役割の喪失感から、または過剰な負担感から、危機的な状態に追い込

まれてしまう過程とみることができます。このように、個人の意思や選択の結果ではなく、

「自殺はその多くが追い込まれた末の死」ということができます。 

 

基本認識２：年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

自殺死亡率は着実に低下してきており、また、高齢者の自殺死亡率の低下も顕著です。しか

し、若年層では、20歳未満は自殺死亡率が横ばいであることに加え、20歳代や30歳代の死因の

第１位が自殺であり、その減少率も低く、主要先進７カ国の中では我が国の自殺死亡率が最も

高く、依然２万人を超えています。かけがえのない多くの命が日々、自殺に追い込まれていま

す。 

 

基本認識３：地域レベルの実践的な取組を、ＰＤＣＡサイクルを通じて推進する 

自殺対策基本法では、その目的として「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき

る社会の実現に寄与すること」がうたわれています。つまり、自殺対策を社会づくり、地域づ

くりとして推進することとされています。 

自殺総合対策は、国と地方公共団体等が連携し、関連施策（生活困窮者自立支援制度、働き

方改革等）との有機的な連携を強化して総合的に取り組み、ＰＤＣＡサイクルを通して常に進

化させながら推進していく取組です。  
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（２）自殺総合対策における当面の重点施策 

「自殺総合対策の基本的考え方」を踏まえ、当面、特に集中的に取り組まなければならない施

策として、基本法の改正の趣旨、８つの基本的施策及び我が国の自殺をめぐる現状を踏まえてさ

らなる取組が求められる施策等に沿って、以下の重点施策が設定されました。 

 

 

 

重点施策における、「１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する」の中では、地域自殺

対策の政策パッケージや地域自殺対策計画の策定ガイドラインの作成が進められており、これら

に沿って市町村自殺対策計画を策定することになっています。 

  

◆自殺総合対策における当面の重点施策 

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 

２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する 

４．自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

７．社会全体の自殺リスクを低下させる 

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

９．遺された人への支援を充実する 

10．民間団体との連携を強化する 

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する 
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第２章 自殺をめぐる現状と課題 
               

 １ 自殺者数等の状況 

（１）国の状況 

全国の自殺者数の推移は、2003年（平成15年）の34,427人をピークに減少傾向が続いており、

2017年（平成29年）には21,321人となっていますが、いまだに２万人を超えている状況です。 

2007年以降の原因・動機別の自殺の状況については、「健康問題」が最も多く、次に「経済・生

活問題」、「家庭問題」、「勤務問題」が続いています。「健康問題」や「経済・生活問題」は、ピー

ク時からの減少が大きくなっている一方、「勤務問題」や「家庭問題」については、他の原因・動

機と比べてピーク時からの減少が小さい状況です。 

■全国の自殺者数の推移 

 
[出典]警視庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成 
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■2007年以降の原因・動機別の自殺者数の推移 

 

 [出典]警視庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成 
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（２）北海道の状況 

北海道の自殺者数は、2010年（平成22年）の1,498人から減少が続いており、2017年（平成29年）

には528人（35.2％）減の970人となっています。 

人口10万対の自殺率は全国の自殺率を上回って推移しており、2013～2017年の平均における

性・年代別の自殺率では、北海道の男性は主に60歳未満、女性は20～40歳代及び80歳以上で全国

の自殺率を上回っています。 

■北海道の自殺者と自殺率（人口 10万対）の推移 

 
[出典]自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」 

 

■北海道の性・年代別の自殺率（2013～2017年平均／人口 10万対） 

 
[出典]自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」  
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（３）後志医療圏域の状況 

①自殺者数と自殺率 

後志医療圏域（後志総合振興局管内）における自殺者数は、2010年（平成22年）の66人からお

おむね減少傾向がみられ、2017年（平成29年）には38人となっています。 

人口10万対の自殺率の推移をみると北海道の自殺率をおおむね上回っており、2013～2017年の

平均における性・年代別の自殺率では、後志医療圏域の男性は20歳未満、30歳代及び50歳代、女

性は40歳代と50歳代が北海道の自殺率を上回っています。 

■後志医療圏域の自殺者と自殺率（人口 10万対）の推移 

 

[出典]自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」 

 

■後志医療圏域の性・年代別の自殺率（2013～2017年平均／人口 10万対） 

 
[出典]自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」  
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②主な自殺の特徴 

後志医療圏域の自殺者の2013～2017年の５年間の合計について、性別・年齢・職業・同居人の

有無による自殺者数や自殺死亡率を比較すると、自殺者が最も多い区分が「男性・60歳以上・無

職者・同居」であり、次いで「男性・40～59歳・有職者・同居」、「男性・20～39 歳・有職者・同

居」と続きます。 

上位３区分の背景にある主な自殺の危機経路では、失業や配置転換、職場の人間関係など、仕

事に関連することがきっかけとなっていますが、自殺は様々な要因が重なり合い、心理的に追い

詰められた結果であることが多く、仕事に関連することだけがその要因なっているわけではあり

ません。 

■後志医療圏域の主な自殺の特徴（2013～2017年合計、自殺日・住所地） 

順

位 区分 
自殺者数 

5年計 
割合 

自殺 

死亡率※１ 

(10万対) 

背景にある主な自殺の 

危機経路※２ 

１ 男性 60歳以上無職同居 25 12.1％ 26.6 
失業（退職）→生活苦＋介
護の悩み（疲れ）＋身体疾
患→自殺 

２ 男性 40～59歳有職同居 24 11.7％ 25.4 
配置転換→過労→職場の人
間関係の悩み＋仕事の失敗
→うつ状態→自殺 

３ 男性 20～39歳有職同居 17 8.3％ 30.1 
職場の人間関係／仕事の悩
み(ブラック企業)→パワハ
ラ＋過労→うつ状態→自殺 

４ 女性 60歳以上無職同居 16 7.8％ 10.5 
身体疾患→病苦→うつ状態
→自殺 

５ 男性 60歳以上有職同居 14 6.8％ 22.6 

①【労働者】身体疾患＋介
護疲れ→アルコール依存→
うつ状態→自殺／②【自営
業者】事業不振→借金＋介
護疲れ→うつ状態→自殺 

※１：自殺死亡率の母数（人口）は平成27年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計 

※２：自殺実態白書2013（ライフリンク）を参考 

[出典]自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2018）」 

 

 

（４）泊村の状況 

近年、泊村では自殺者がほとんど出ておらず、自殺者が多い地域ではありませんが、後志医療圏

域や北海道の自殺率は全国を上回っている状況にあるため、今後も村全体で自殺を予防する体制づ

くりを行い、引き続き自殺が少ない地域でありつづけていくことが望まれます。 
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  ２ 自殺に関するアンケート調査結果 

（１）調査の概要 

自殺対策計画策定にあたり、村民の自殺に対する意識、自殺対策に関する考えなどをうかがう

ためにアンケート調査を実施しました。 

 

調査対象 泊村に在住する16歳以上の男女 

抽出方法 全数調査（長期不在者を除く） 

調査期間 2019年１月 

調査方法 郵送による調査票の配布・回収 

回収率 44.1％（配布数1,340票、回収数591票） 

 

（２）自殺に関する意識について 

①自殺は自分自身に関わる問題だと思うか 

全体では、「そう思う」（14.2％）、「どちらかといえばそう思う」（16.2％）の合計30.4％

の人は自殺のことを自分自身に関わる問題だと考えています。 

年齢別に「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計をみると、20歳未満が38.5％

と多く、次いで40～49歳が33.0％で続いています。 

 

 

  

14.2

17.7

11.8

23.1

17.9

16.7

12.7

9.1

16.4

14.8

16.2

21.3

12.4

15.4

14.3

14.3

20.3

21.6

12.1

15.7

18.5

20.9

17.2

0.0

21.4

21.4

22.8

20.5

23.3

14.8

29.0

23.2

33.8

30.8

39.3

31.0

29.1

28.4

27.6

29.2

17.4

13.8

20.2

30.8

7.1

16.7

15.2

19.3

19.0

16.2

4.7

3.1

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

1.7

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない
そう思わない どちらともいえない 無回答

年

齢

性

別
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②悩みなどを誰かに相談したり、助けを求めることにためらいを感じるか 

全体では、「ためらいを感じる」（15.5％）、「どちらかといえばためらいを感じる」（32.2％）

の合計47.7％が相談することや助けを求めることにためらいを感じている状況です。 

男女別では女性よりも男性、年齢別では50～59歳が相談することや助けを求めることにためらい

を感じている人が多い状況です。様々な悩みによって心理的に追い詰められないよう、相談先の周

知とともに、自殺対策を支える地域づくりや自分らしく生きるための支援を行っていく必要があり

ます。 
 

 

③必要なとき、支援してくれる人はいるか 

全体では、「いると思う」（31.9％）、「どちらかといえばいると思う」（26.3％）の合

計58.2％は必要なときに支援してくれる人がいると感じています。 

年齢別でみると、30歳未満は「いると思う」「どちらかといえばいると思う」の合計が80％

を超えていますが、60～69歳はその割合が50.0％と少なくなっています。 

 

 

15.5

17.3

14.2

7.7

10.7

16.7

13.9

11.4

15.5

18.1

32.2

36.2

29.3

30.8

21.4

35.7

32.9

45.5

36.2

26.4

15.7

15.0

16.3

7.7

25.0

19.0

22.8

14.8

12.1

13.9

17.0

14.2

19.6

30.8

28.6

21.4

17.7

11.4

22.4

13.9

15.9

14.6

17.2

23.1

14.3

7.1

12.7

15.9

12.1

20.8

3.7

2.8

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

1.7

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

ためらいを感じる どちらかといえばためらいを感じる
どちらかといえばためらいを感じない ためらいを感じない
わからない 無回答

年

齢

性

別

31.9

26.8

36.3

53.8

57.1

38.1

31.6

36.4

26.7

28.2

26.3

28.3

25.1

30.8

28.6

28.6

31.6

26.1

23.3

25.5

9.8

11.0

8.8

3.6

2.4

15.2

5.7

14.7

9.7

14.8

18.5

12.4

0.0

7.1

16.7

12.7

17.0

13.8

17.1

14.2

12.6

15.4

15.4

3.6

14.3

8.9

13.6

20.7

13.9

3.0

2.8

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.9

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

いると思う どちらかといえばいると思う どちらかといえばいないと思う

いないと思う わからない 無回答

年

齢

性

別
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④自殺する人は、直前まで気持ちが揺れ動いていると思うか 

全体では、「そう思う」（30.0％）、「ややそう思う」（18.9％）の合計48.9％が自殺す

る人は、直前まで気持ちが揺れ動いていると考えています。 

年齢別に「そう思う」「ややそう思う」の合計をみると、70歳以上はその割合は40.7％で

ほかの年齢と比べて少なくなっています。 

 

⑤自殺の多くは防ぐことができる社会的問題であると思うか 

全体では、「そう思う」（26.8％）、「ややそう思う」（24.3％）の合計51.1％が自殺の

多くは防ぐことができる社会的問題である考えています。 

年齢別に「そう思う」「ややそう思う」の合計をみると、20～29歳は64.3％と多く、60～

69歳は46.6％で少なくなっています。 

 

 

30.0

28.7

31.7

23.1

28.6

33.3

43.0

33.0

29.3

25.9

18.9

21.7

16.9

38.5

17.9

23.8

25.3

21.6

17.2

14.8

3.9

4.3

3.3

7.1

7.1

3.8

6.8

3.4

1.9

7.9

7.9

8.2

15.4

14.3

14.3

5.1

9.1

8.6

6.0

27.3

28.7

26.6

23.1

32.1

19.0

22.8

27.3

33.6

26.9

12.0

8.7

13.3

0.0

0.0

2.4

0.0

2.3

7.8

24.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない わからない 無回答

年

齢

性

別

26.8

25.6

28.4

7.7

46.4

23.8

24.1

22.7

25.0

31.0

24.3

26.8

23.0

38.5

17.9

26.2

38.0

29.5

21.6

19.4

9.8

11.4

8.5

7.7

7.1

19.0

13.9

17.0

13.8
1.9

7.3

9.1

6.0

15.4

10.7

14.3

7.6

8.0

9.5
3.7

20.4

19.3

21.1

30.8

17.9

14.3

16.5

19.3

21.6

21.8

11.5

7.9

13.0

0.0

0.0

2.4

0.0

3.4

8.6

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない わからない 無回答

年

齢

性

別
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⑥本気で自殺したいと考えたことがあるか 

全体では、「自殺したいと思ったことはない」が81.3％を占めていますが、「自殺したい

と思ったことがある」も15.0％いる状況です。 

男女別、年齢別でみても「自殺したいと思ったことはない」が80％前後となっています。 

 

 
 

⑦自殺したいと考えたときにどのように乗り越えたか 

これまで「自殺したいと思ったことがある」と回答した人に、どのように乗り越えたかを

たずねたところ、「できるだけ休養をとるようにした」が23.6％で最も多く、次いで「家族

や友人、学校の先生、職場の同僚など身近な人に悩みを聞いてもらった」（21.3％）、「趣

味など他のことで気を紛らわせるように努めた」（20.2％）が続いています。 

 

  

81.3

81.1

82.5

76.9

82.1

78.6

84.8

79.5

83.6

81.0

15.0

15.7

14.5

23.1

17.9

21.4

15.2

19.3

10.3

14.4

3.7

3.1

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

6.0

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

自殺したいと思ったことはない 自殺したいと思ったことがある 無回答

年

齢

性

別

23.6

21.3

20.2

18.0

18.0

15.7

11.2

9.0

3.4

6.7

0% 10% 20% 30%

できるだけ休養をとるようにした

家族や友人、学校の先生、職場の同僚など

身近な人に悩みを聞いてもらった

趣味など他のことで気を紛らわせるように努めた

医師やカウンセラーなど心の健康に関する専門家に相談した

特に何もしなかった

外部と接触しないように閉じこもった

その他

お酒を飲んで気を紛らわせた

弁護士や司法書士、役場や保健所等の公的機関の相談員

等、悩みの原因に関する分野の専門家に相談した

無回答 (n= 89)
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⑧死にたいと相談を受けた場合の対応方法 

ほとんどの年齢で「ひたすら耳を傾けて聞く」が最も多くなっていますが、70歳以上は「『が

んばって生きよう』と励ます」が29.2％で、自殺をほのめかす相談を受けた場合、望ましい

対処方法を知らない割合が最も多い状況です。 

また、20歳未満は「わからない」が23.1％と他の年齢と比べて多いほか、20～29歳は「相

談に乗らない、もしくは、話題を変える」が14.3％と多くなっています。 

選択肢のうち望ましい対処は、「ひたすら耳を傾けて聞く」（傾聴）、「死にたいぐらい辛いんだね」（共

感）、「医師など専門機関へ相談した方が良い」（専門機関へつなげる）となります。 

してはいけない対応としては、「死んではいけない」と教えを説いたり、「つまらないことを考えるな」

など自傷行為や自殺を考えていることを責めること、本人が問題としていることを「大したことではない」

と言ったり無視すること、「がんばって生きよう」「死ぬ気があれば何でもできる」といった実態を無視す

る励まし、感情的になったり大げさに振舞うこととされています。（自殺に傾いた人を支えるために－相談担当

者のための指針－H20年度厚生労働省より） 

 
 

30.8

0.0

23.1

7.7

0.0

0.0

7.7

7.7

23.1

0.0

28.6

14.3

14.3

7.1

3.6

7.1

14.3

3.6

7.1

0.0

47.6

4.8

9.5

7.1

2.4

2.4

2.4

7.1

16.7

0.0

32.9

7.6

13.9

12.7

5.1

8.9

1.3

1.3

12.7

3.8

31.8

13.6

8.0

14.8

8.0

9.1

0.0

0.0

12.5

2.3

21.6

10.3

17.2

11.2

9.5

8.6

4.3

0.0

13.8

3.4

9.3

29.2

14.8

5.6

11.1

8.3

2.3

1.9

10.2

7.4

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ひたすら耳を傾けて聞く

「がんばって生きよう」と励ます

「死んではいけない」と説得する

「死にたいぐらい辛いんだね」と共感を示す

「つまらないことを考えるな」と叱る

「医師など専門家に相談した方が良い」と提案する

相談に乗らない、もしくは、話題を変える

その他

わからない

無回答

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)
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（３）うつ病について 

①不眠を感じたことがあるか 

全体では、27.5％が不眠を感じたことがあり、年齢別でみると、30歳未満は不眠を感じて

いる人は20％未満ですが、30歳以上の年齢は不眠を感じている人が30％前後と多くなってい

ます。 

 

 

 

②不眠を感じた際の医療機関の受診有無 

不眠を感じたことがある人に医療機関の受診有無をたずねたところ、「受診した」が

41.7％、「受診していない」が57.1％で受診していない人の方が多い状況です。 

 

  

27.5

29.5

26.3

7.7

14.3

28.6

31.6

27.3

31.0

27.3

66.4

66.5

67.1

92.3

85.7

71.4

68.4

71.6

64.7

61.6

6.1

3.9

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

4.3

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

はい いいえ 無回答

年

齢

性

別

41.7 57.1 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受診した 受診していない 無回答

(n= 163)
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③身近な人のうつ病のサインに気づいたら、専門相談窓口での相談を勧めるか 

全体では、「勧める」が71.5％を占めており、「勧めない」は1.9％にとどまっています

が、「わからない」も20.9％いる状況です。 

年齢別に「勧める」をみると、20～29歳は89.3％と多く、20歳未満及び70歳以上は70％を

下回っています。 

 

 

④自身のうつ病のサインに気づいたときに相談先があることを知っているか 

全体では「はい」が61.2％で半数を超えていますが、「いいえ」も32.0％いる状況です。 

年齢別に「はい」をみると、50～59歳は73.9％で最も多く、20歳未満は38.5％にとどまっ

ています。上記③の設問から、身近な人のうつ病のサインに気づいたら、専門相談窓口での

相談を勧めたいと思っている方は多い状況ですが、実際に自分がうつ病リスクを抱えたとき

にどこに相談したらよいかわからない方が多いという結果となっています。20歳未満だけで

なく他の年齢も含めた全世代に対して、相談先の周知を図っていく必要があります。 

 

 

  

71.5

72.8

71.6

61.5

89.3

69.0

82.3

79.5

73.3

64.8

1.9

2.0

1.8

0.0

3.6

7.1

1.3

1.1

2.6

0.9

20.9

20.1

21.8

38.5

7.1

23.8

16.5

17.0

21.6

23.6

5.7

5.1

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

2.6

10.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

勧める 勧めない わからない 無回答

年

齢

性

別

61.2

60.2

63.1

38.5

53.6

59.5

64.6

73.9

62.9

58.3

32.0

35.0

30.5

61.5

42.9

35.7

35.4

25.0

33.6

30.6

6.7

4.7

6.3

0.0

3.6

4.8

0.0

1.1

3.4

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

はい いいえ 無回答

年

齢

性

別
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（４）今後の自殺対策について 

①児童・生徒が自殺予防について学んだ方がよいと思うか 

全体では、「そう思う」（48.4％）、「どちらかといえばそう思う」（25.6％）の合計74.0％

は児童・生徒が自殺予防について学んだ方がよいと考えています。 

年齢別に「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計をみると、50～59歳は87.5％

と多く、30～39歳及び70歳以上は70％を下回っている状況です。 

 

 

 

②児童・生徒が何を学べば自殺予防につながると思うか 

「いじめが被害者にとって深刻な心の傷になると認識すること」が41.8％で最も多く、次

いで「周囲の人に助けを求めることが恥ずかしくないこと」が37.8％で続いています。 

 

 
  

48.4

52.4

46.5

61.5

57.1

47.6

48.1

58.0

47.4

44.9

25.6

24.8

26.6

15.4

21.4

19.0

36.7

29.5

31.0

20.4

4.4

3.5

5.1

0.0

3.6

11.9

6.3

2.3

6.0
2.8

1.7

2.4

1.2

7.7

3.6

2.4

0.0

2.3

0.9

1.9

12.5

11.0

13.9

15.4

10.7

14.3

8.9

6.8

11.2

17.1

7.4

5.9

6.6

0.0

3.6

4.8

0.0

1.1

3.4

13.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=593)

男性(n=254)

女性(n=331)

20歳未満(n=13)

20～29歳(n=28)

30～39歳(n=42)

40～49歳(n=79)

50～59歳(n=88)

60～69歳(n=116)

70歳以上(n=216)

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない わからない 無回答

年

齢

性

別

41.8

37.8

20.6

19.6

18.2

11.6

7.6

2.5

11.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

いじめが被害者にとって深刻な心の傷になると認識すること

周囲の人に助けを求めることが恥ずかしくないこと

ストレスへの対処方法を知ること

心の問題を抱えた際の心理、身体状況について正しく知ること

自殺が誰にでも起こり得る問題であると認識すること

相手の細かな変化に気づき、思いを受け止めること

悩みに応じて、保健所等公共機関が相談窓口を設けていること

その他

無回答
(n= 593)
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③今後必要な自殺対策 

「子どもの自殺予防（いじめ防止の教育や悩みの相談）」が39.1％で最も多く、次いで「様々

な悩みに対応した相談窓口の設置」（33.7％）、「地域やコミュニティを通じた見守り・支

え合い」（26.1％）が続いています。 

児童・生徒が何を学べば自殺予防につながるかの設問と併せて考えると、児童・生徒のい

じめへの対応や、悩みや不安を相談できる環境づくり図っていくことが必要であると考えら

れます。 

 

  

39.1

33.7

26.1

22.1

18.5

17.9

10.6

8.8

6.2

4.7

4.0

3.9

3.7

3.4

2.0

12.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子どもの自殺予防（いじめ防止の教育や悩みの相談）

様々な悩みに対応した相談窓口の設置

地域やコミュニティを通じた見守り・支え合い

職場におけるメンタルヘルス対策の推進

様々な分野におけるゲートキーパーの養成

自殺の実態を明らかにする調査・分析

適切な精神科医療体制の整備

自殺予防に関する広報・啓発

インターネットにおける自殺関連情報の対策

危険な場所、薬品等の規制等

自殺未遂者の支援

その他

自殺対策に関わる民間団体の支援

自殺した人の遺族等に対する支援

アルコール等の依存症への支援

無回答 (n= 593)
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第３章 計画の基本的な考え方 
               

 １ 基本理念 

自殺総合対策大綱では、自殺対策の本質が生きることの支援であることを改めて確認し、「いの

ち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の

実現」をめざしています。 

これらの考え方を踏まえ、泊村においては、生きることの支援を通じて村民が自分らしく生きら

れるむらづくりを推進することをめざし、「自分の人生を自分らしく生きられるむら ～誰も自殺に

追い込まれることのない泊村をめざして～」を基本理念として掲げます。また、この基本理念の実

現に向けて、全庁的だけでなく、関係機関・団体とも連携を図りながら、自殺対策を推進していき

ます。 

 

 

 

 ２ 基本目標 

大綱における基本理念、基本認識を踏まえるともに、自殺総合対策センターが公表している「地

域自殺対策パッケージ」に基本パッケージとして掲載されている施策事業及び、アンケート調査に

おける「今後必要な自殺対策」として重要度が高かった項目を踏まえ、４つの基本目標を設定し、

本村の自殺対策を総合的に推進します。 

 

 

  

基本理念 

自分の人生を自分らしく生きられるむら 

～誰も自殺に追い込まれることのない泊村をめざして～ 
 

基本目標 

１ 村民への周知と啓発 

２ 自殺対策を支える地域づくり 

３ 自分らしく生きるための支援の充実 

４ 児童・生徒への支援の充実 
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４つの基本目標に基づき、本村の自殺対策は現在推進している自殺対策に資する既存の施策・事

業を整理するとともに、新たな取組を加えて施策体系として整理することとします。 

様々な既存の事業を本計画に組み込むことで、役場各部署や関係機関が日頃の業務の中で自殺予

防の視点を持つこと、また、村全体として自殺予防対策を推進することをめざします。 

 

 
 

本計画で体系づける施策や事業は、ゲートキーパーに求められる４つの役割（気づく、傾聴、つ

なぐ、見守る）に加え、困難な状況にある村民に対して「支援する」を加えた５つの役割を設定し、

村全体でゲートキーパーに求められる機能を高めることをめざします。 

 

 ３ 重点施策 

本村の自殺対策を充実させるため、新規に推進する施策を中心として、計画期間内に重点的に推

進する施策・事業を以下のとおり設定します。 

 

重点施策 施策の概要 

啓発活動の推進 
心の健康や自殺に関する基本的な知識について、広く

村民に周知・啓発を図ります。 

ゲートキーパーの養成 
自殺対策を支える人材である「ゲートキーパー」の養成

を行います。 

事業者のメンタルヘルス対策の推進 
自殺者が多いと言われている勤労者層に向けて、メン

タルヘルスの知識を普及・啓発します。 

相談支援体制の充実 
様々な相談支援窓口で気づきの機能を高めるととも

に、必要に応じて関係機関につなぎます。 

  

自殺を防ぐために私たちができること ～ゲートキーパーの役割～ 

 

自殺を考えている方は、自殺のサインを出していると言われています。しかし、自殺

のサインは、発せられた時点では深刻に受け止められていないことが多くあります。 

「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ること

ができる人のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のことです。 

ゲートキーパーには特別な資格は必要がなく、行政や関係機関などの相談窓口、民生

委員・児童委員やボランティア、家族や同僚、友人といった様々な立場の人たちがゲー

トキーパーの役割を担うことが期待されています。 

ゲートキーパーに求められる主な役割には次の４つがあります。 
 

≪気づく≫ 家族や仲間の変化に気づいて、声をかける 

≪傾 聴≫ 本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 

≪つなぐ≫ 早めに専門家に相談するように促す 

≪見守る≫ 温かく寄り添いながら、じっくりと見守る 
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  ４ 施策の体系 

 

自分の人生を自分らしく生きられるむら 
～誰も自殺に追い込まれることのない泊村をめざして～ 

 

基本目標   施策と主な事業 
    

１ 村民への周知と啓発 
  

（１）啓発活動の推進【重点施策】 

≪気づく≫   

     

   
（２）こころの健康づくりの推進 

≪気づく≫    

     

２ 自殺対策を支える地域づくり 
  

（１）地域における見守りの推進 

≪気づく、傾聴、つなぐ、見守る≫   

     

   
（２）ゲートキーパーの養成【重点施策】 

≪気づく、傾聴、つなぐ、見守る≫    

     

   
（３）事業者のメンタルヘルス対策の推進【重点施策】 

≪気づく、傾聴、つなぐ、見守る≫    

     

   
（４）ネットワークの強化 

≪つなぐ≫    

     

３ 自分らしく生きるための支援の充実 
  

（１）相談支援体制の充実【重点施策】 

≪気づく、傾聴、つなぐ、支援する≫   

     

   
（２）村民を支える事業・サービスの充実 

≪支援する≫    

     

   
（３）生活困窮者への支援 

≪支援する≫    

     

４ 児童・生徒への支援の充実 
  

（１）こころの健康教育の推進 

≪気づく≫   

     

   
（２）ＳＯＳの出し方に関する教育の実施 

≪気づく、傾聴、つなぐ≫    

  



 

23 

  ５ 数値目標 

自殺総合対策大綱における国の数値目標は、2026年までに自殺死亡率を2015年（平成27年）の18.5

と比べて、30％以上減少させる（13.0以下にする）ことを目標としています。 

また、北海道では2007年（平成19年）から2016年（平成28年）までの10年間で自殺者数が約33％

減少した実績を踏まえ、2016年（平成28年）の自殺者数と比較して2027年までに30％以上減となる

600人以下を目標としています。 

本村は人口規模が小さく、近年の自殺者はほとんどいない状況にあることから、本計画の計画期

間（2019～2023年度）における自殺者数を成果指標とし、その目標値を０人とします。 

また、本計画策定時のアンケート項目について、計画最終年度に再度調査を行い、自殺因子であ

るうつ病に対する望ましい対処の割合についても成果指標とします。 

■数値目標 

成果指標 現状値 目標値 

計画期間（2019～2023年度）における自殺者数 0人 0人 

自殺をほのめかす相談を受けた場合の対応方法で傾聴する

人の割合（アンケート調査） 
22.1％ 27.0％ 

自殺をほのめかす相談を受けた場合の対応方法で共感する

人の割合（アンケート調査） 
9.3％ 14.0％ 

自殺をほのめかす相談を受けた場合の対応方法で専門機関

への相談を提案する人の割合 

（アンケート調査） 

7.8％ 10.0％ 

不眠を感じた際の医療機関を受診した方の割合 

（アンケート調査） 
41.7％ 45.0％ 

うつ病のリスクがあったときの相談先を知っている方の割合

（アンケート調査） 
61.2％ 66.0％ 
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第４章 自殺対策の具体的取組 
               

 １ 村民への周知と啓発 

（１）啓発活動の推進【重点施策】 ≪気づく≫ 

自殺に追い込まれる危機は「誰にでも起こり得る」ことですが、危機に陥った人の心情や背景

は、様々な要因が複雑に絡み合っていることもあって、理解されにくいという現実があります。 

自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、暮らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求める

ことが適当であるということが、社会全体の共通認識となるように、普及啓発活動を推進します。 

■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

○ ○ 

自殺予防週間、自殺対策

強化月間を通じた啓発活

動 

自殺予防週間（９月10日～16日）や自殺対

策強化月間（３月）に自殺対策の啓発を村広

報紙や村HP等で行います。 

保健福祉課 

○ ○ 

自殺対策リーフレットの

配布 

 

随時の面談や地区巡回健康相談時に情報

提供が必要な方やその家族について、自殺対

策のリーフレットを配布します。 

保健福祉課 

○ ○ 
相談窓口の周知 

 

役場庁舎内や関係機関に相談機関等が掲

載されたリーフレットを配布・設置します。 
保健福祉課 

 

（２）こころの健康づくりの推進 ≪気づく≫ 

現代はストレス過多な社会と言われるほど、仕事や家事、人間関係等を背景に、子どもから大

人までストレスを抱えて生活しています。ストレスが長期化・過剰化すると、心身症や神経症、

うつ病等のこころの病気に誰もがかかる可能性があります。 

こころの健康を保つためには、十分な睡眠や休養により心身の疲労回復を図るとともに、スト

レス管理、こころの病気への対応などに取り組むことで、ストレスとうまく付き合っていくこと

が必要不可欠です。 

そのため、こころの健康を保つための生活習慣やストレスへの対応方法などの周知・啓発を図

るとともに、うつ病などこころの病気への理解を深めるための取組を推進します。 
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■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 ○ 
保健センターだよりの配

布 

うつ病のハイリスク者やその家族が正し

い対処方法を知る機会とするため、精神保健

に関する健康情報を保健センターだよりに

紙面掲載し、村民へ全戸配布します。 

保健福祉課 

○ ○ 
村民を対象とした精神保

健講座の開催 

村民を対象として、うつ病等に関する精神

保健講座を開催します。 
保健福祉課 

○ ○ 公民館図書の管理 

公民館図書室にメンタルヘルスやうつに

関する図書を配架し、こころの健康に関する

村民の理解促進を図ります。 

教育委員会 

 

 ２ 自殺対策を支える地域づくり 

（１）地域における見守りの推進 ≪気づく、傾聴、つなぐ、見守る≫ 

訪問等の各種支援事業・サービスを行うことで、人と人とのつながりを強化し、地域に潜在す

る孤立・孤独を感じている人の不安軽減や悩みの解消につなげます。 

■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 
 

高齢者実態把握調査 
80歳の高齢者を対象に、訪問、生活状況

の把握を行います。 

地域包括支援 
センター 

 

 

民生児童委員の訪問活

動 

民生児童委員が地区の生活保護受給者を

月１回訪問することで安否確認を行いま

す。また、面談時の状況に応じて、関係機

関と連携して必要な支援を行います。 

保健福祉課 

 

 

家庭訪問 

保健指導を必要とする方の家庭に訪問す

ることで、栄養や心身の健康に関する問題

を総合的に把握し、心と身体の機能低下予

防と健康の保持増進を図ります。 

保健福祉課 

 

 

乳児家庭全戸訪問事業 

子育ての孤立化を防ぐため、保健師が乳

児のいる家庭を全戸訪問し、母子の健康状

況等養育環境の把握と個々の相談に応じた

指導・助言等の支援を行います。 

保健福祉課 



 

26 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 

 

産後訪問ケア事業 

母乳育児を希望する母親が大きな授乳ト

ラブルなく積極的に母乳育児に取り組める

よう助産師による助言・指導を行います。

授乳期中で対象者が希望する時期に助産師

が２回訪問します。 

保健福祉課 

 ○ 
虐待予防スクリーニング

事業 

新生児をもつ母親に対し、訪問時に産後

うつ・子育てに関するアンケートを行い、

虐待リスクの有無を含むスクリーニングを

実施します。スクリーニング結果は検討会

にて協議し、事後支援の必要な家庭に対し

て、訪問等個別支援を行います。 

保健福祉課 

 

 

養育支援訪問事業 

養育支援が必要な家庭に対し、保健師・

保育士・栄養士が訪問し、養育に関する指

導・助言等を行うことで、家庭での適切な

養育が確保できるよう支援します。 

保健福祉課 

 

 

母子保健推進員活動 

村内各地区に母子保健推進員を委嘱し、

保健福祉課と連携しながら、母子保健事業

の協力や地域で母子が健やかに育ち合える

よう見守りを実施します。 

保健福祉課 

 

 

愛のふれあい訪問活動

事業 

75歳以上の在宅高齢者を対象に、年６回

自宅を訪問し、夕食の配布と併せたふれあ

いの機会を提供します。 

保健福祉課 
 

社会福祉協議会 

 

 

配食サービス事業 

70歳以上の調理困難な独居高齢者及び老

夫婦世帯を対象に、夕食を宅配することで

栄養の確保を図るとともに、声かけによる

安否確認を行います。 

保健福祉課 
 

社会福祉協議会 

 

 

介護用品支給サービス 

在宅で寝たきりの生活を送っている高齢

者を対象に、身体状況に応じて、１日２枚

までおむつを無償で支給します。 

保健福祉課 

 

 

紙おむつサービス事業 

要介護４～５に該当する高齢者に対し、

紙おむつを支給し、介護家族の経済的負担

の軽減を図ります。 

地域包括支援 
センター 
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（２）ゲートキーパーの養成【重点施策】≪気づく、傾聴、つなぐ、見守る≫ 

自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺に関する正しい知識を知り、自

殺の危険を示すサインに気づいて、適切な対応・連携を図ることのできる「ゲートキーパー」の

役割を担う人材の養成に努めます。 

■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

○ ○ 
役場職員に対するゲートキ

ーパー養成講座の開催 

役場職員を対象としたゲートキーパー養

成講座を開催し、自殺対策を担える人材

を育成します。 

保健福祉課 

○ 

 

専門職に対するゲートキー

パー養成講座の受講促進 

北海道や保健所主催によるゲートキー

パー養成講座に関する情報提供を関係機

関の専門職従事者に向けて積極的に行

い、ゲートキーパー養成講座の受講を促

します。 

保健福祉課 

 

（３）事業者のメンタルヘルス対策の推進【重点施策】 

≪気づく、傾聴、つなぐ、見守る≫ 

自殺者が多いと言われている勤労者層に向けて、メンタルヘルスの知識を普及・啓発し、不眠

やうつ病等といった自殺の危険因子に早く気づき、相談・受診につながるきっかけとして研修の

機会を提供します。 

■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

○ 

 

事業者向けメンタルヘルス

研修の開催 

市町村共済組合が実施しているメンタ

ルヘルス対応事業の活用を含め、村内事

業者に向けたメンタルヘルス研修の実施

について検討を進めます。 

総務課 

○ 

 

ハラスメント防止の周知・

啓発 

村内事業者におけるメンタルヘルス等

の窓口の設置状況を調査します。また、村

内事業者へのパンフレット等の配布によ

りハラスメント防止の周知・啓発を図り

ます。 

住民向け講演会開催時には村内事業者

にも周知し、講演会内でハラスメント防

止の啓発を行います。 

保健福祉課 
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（４）ネットワークの強化 ≪つなぐ≫ 

自殺の多くは、家庭や学校、職場の問題、健康問題などの様々な要因が関係しているものであ

り、それらに適切に対応するためには、地域の多様な関係者が連携、協力して、実効性ある施策

を推進していくことが重要です。このため、自殺対策に係る人材や関係機関等の連携を図り、ネ

ットワークの強化を進めます。 

■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 ○ 
要保護児童対策地域

協議会の開催 

子どものいる家庭において、虐待を含む不

適切な養育状況がある場合、関係機関と協議

会を開催し、対象者及びその家庭の情報共有

を行います。現在は随時の開催となっている

ため、今後定期開催を検討します。 

保健福祉課 

 

 

地域ケア会議の開催 

保健・医療・福祉等、関係機関の連携や一

体的な取組を推進するため、専門職員や関係

者による地域ケア会議を開催し、高齢者に関

する情報共有や個別ケース、地域課題の検討

などを行う。 

地域包括支援 
センター 

 

 

民生児童委員定例会

議の開催 

各地区民生委員による活動報告及び情報

共有・問題解決の場として、民生委員定例会

議を開催します。 

保健福祉課 

 

 

おや？おや？安心サ

ポートシステム事業 

保育所入所児について毎年２回ケース検

討会を保健師・保育士で実施します。児童虐

待の予防・早期発見、または虐待リスクとも

なる発達の遅れの早期発見し、適切な養育に

必要な支援方法を検討します。 

保健福祉課 
 

とまり保育所 
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  ３ 自分らしく生きるための支援の充実 

（１）相談支援体制の充実【重点施策】≪気づく、傾聴、つなぐ、見守る≫ 

ライフステージや分野ごとの相談窓口を充実させるとともに、役場内各部署や関係機関との横

断的な連携を図ることで、困難を抱えた住民の思いに寄り添い、必要に応じて関係機関等につな

げます。役場内各部署や関係機関の協働により、住民の困り感の解消や見守り体制の構築を図り

ます。 

■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 

 

総合相談支援事業 

高齢者の心身の状況、生活の実態、必要な支

援等を幅広く把握し、初期相談対応をはじめ、

継続的・専門的な相談支援を行います。 

地域包括支援 
センター 

 

 

公営住宅事務 

公営住宅の入居に関する業務を行います。

入居者について、生活困窮など生活面で困難

な問題を抱えている場合や緊急の安否確認が

必要な場合は関係課等へ情報提供を行いま

す。 

建設水道課 

 

 

水道管理業務 

上下水道の管理を行います。各家庭の水道

メーターの動向を確認し、利用者の安否につ

いて緊急性がある場合は、関係課等へ情報提

供を行います。 

建設水道課 

 

 

各種納付相談業務 

随時、電話や窓口で納税や各種料金の支払

い・減免に関する相談を行います。支払いが滞

る方の中で、生活面で困難な問題を抱えてい

る場合は、関係課と連携し支援を行います。 

財政課 
教育委員会 
保健福祉課 
住民生活課 
建設水道課 

 

 

行政相談 

月１回、行政に対する苦情・要望について、

行政相談員による住民相談を実施します。生

活面で困難な問題を抱えている場合は必要に

応じて関係課等へつなぎます。 

総務課 

 
 

無料法律相談 
岩宇地域に弁護士が不在のため、無料で受

けられる法律相談機会を提供します。 
総務課 

 

 

消費者生活相談 

岩内消費生活相談センターや住民より寄せ

られた消費生活に関する相談について、専門

窓口の紹介や苦情処理の対応を行い、消費者

が抱えている法的問題を解決につなげます。 

産業課 
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新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 

 

地区巡回健康相談 

毎月10日、15日に村内の地区集会所を保健

師・栄養士が巡回し、必要な指導及び助言を行

います。 

保健福祉課 

 

 

随時健康相談 

健診結果及び心身の健康や栄養に関する個

別の相談に応じ、保健師・栄養士が必要な指導

及び助言を行います。 

保健福祉課 

 

 

健診結果説明会 

健診結果の返却と健康相談を実施し、健康

保持増進のため必要な指導や助言を保健師・

栄養士が行います。質問票の項目を利用し、睡

眠障害やアルコール依存症の予防等心の健康

に関する支援も実施します。 

保健福祉課 

 

 

子どもなんでも相

談 

毎月の育児ママ交流会と同日で保健師によ

る相談を予約制で実施します。子どもの成長

発達やしつけ・育児方法から思春期の相談ま

で、個々の相談に応じて適切な指導助言や必

要時に関係機関への紹介等を行います。 

保健福祉課 

 

 

子ども発達支援専

門員派遣事業 

発達に不安のある子どもへの支援について

心理士等の専門員が、保護者や保育所等に指

導・助言を行います。 

保健福祉課 

 

 

巡回児童相談 

子どもの発達状況の確認や親子の関わり方

について、個別のケースに応じた助言を行い

ます。 

保健福祉課 

 

 

巡回教育相談 

教育上支援や配慮を必要とする児童・生徒

及び保護者に対し、学びの場等の適切な関わ

り方について特別教育支援センター相談員に

よる相談を行います。 

教育委員会 

 

 

障がい相談 

障がい福祉サービスの利用援助、就労支援

などについて、岩宇地区相談支援センターの

支援員が相談に応じます。 

保健福祉課 

 

 

障がい者相談支援

事業 

障がい者等からの相談に応じ、必要な情報

の提供、福祉サービスの利用支援等を行うほ

か、権利擁護のための必要な援助を行います。 

保健福祉課 

○ 

 

自殺未遂者への支

援 

自殺未遂者及び家族から相談があった際

に、保健所など関係機関と連携できるよう、支

援体制の構築を勧めます。また、適切な支援が

できるよう、研修受講等を通じて支援者のス

キルアップを図ります。 

保健福祉課 
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（２）村民を支える事業・サービスの充実 ≪支援する≫ 

子育てや介護をされている方や障がいのある方が、地域で安心して前向きな生活を営めるよう

各種支援事業・サービスを提供します。 

■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 

 

母子手帳交付 

母子手帳交付の際の面談時に生活環境の聞

き取りで支援の必要がある場合は、関係機関

と情報共有を図りながら個別支援につなげま

す。 

保健福祉課 

 

 

乳幼児健診 

２～14か月児、１歳６か月児、３歳児とそ

の保護者を対象に、年４回集団健診として問

診・小児科医師診察・栄養指導・歯科指導・保

健指導を行います。 

乳幼児の疾病または異常の早期発見と健全

な成長発達を促し、保護者の育児不安解消に

努めます。 

保健福祉課 

 

 

乳幼児歯科健診 

児の歯科健診結果により支援が必要なケー

スあった場合、関係機関と連携し支援を行い

ます。 

保健福祉課 

 

 

子育て支援センター

の運営 

保育士の資格を持つスタッフが子育て支援

センターに常勤することで、利用者へ適宜助

言を行い、保護者の子育てに伴う不安解消に

つなげます。また、気になる親子については

関係機関との情報共有により、早期の包括的

な支援につなげます。 

保健福祉課 

 

 

育児ママ交流会 

保育所未入所児と保護者を対象に、季節の

行事を中心とした遊びやイベントを毎月１回

開催します。参加者間の交流を図ることで、

母親同士の仲間づくりを促し、育児不安の軽

減につなげます。 

保健福祉課 

 

 

にっこり子育て支援

事業 

支援を要する（希望する）子育て中の保護

者が良好な親子関係を構築できるよう、トレ

ーニングを実施します。支援者と参加者が日

頃の育児の悩みに応じた解決方法を共有する

ことで、保護者の育児不安軽減と親子の健全

な子育てを促します。 

保健福祉課 
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新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 

 

通常保育 

就労等の理由で保護者による日中の保育が

困難な場合、申請によりとまり保育所で保育

を行います。随時関係機関と連携を図り、個

別のケースに応じた親子への支援を行いま

す。 

保健福祉課 

 

 

広域保育 

岩宇管内における広域保育により、泊村の

未就学児を持つ世帯の育児負担を軽減しま

す。 

保健福祉課 

 

 

放課後児童クラブ 

学校からの帰宅後、保護者の就労等による

留守家庭になる小学生を対象に、適切な遊び

や生活の場を提供します。 

保健福祉課 

 

 

障がい児通所支援 

児童発達支援や放課後等デイサービスなど

の通所によって、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の取得、集団生活への

適応訓練などが受けられるよう支援します。 

保健福祉課 

 
 特別支援学級・支援員

の設置 

特別な教育が必要な児童・生徒に対し、個々

のニーズに応じた教育を実施します。 
教育委員会 

 

 

地域活動支援センタ

ー事業 

精神障がい等を持つ方の社会参加や地域活

動、就労の準備のため、「前田の家」において

地域で生活するための各種支援を行います。 

保健福祉課 

 

 

生活管理指導短期宿

泊事業 

介護者のレスパイトケアを図るため、生活

支援が必要な在宅の高齢者を対象として、養

護老人ホームむつみ荘での短期宿泊サービス

を提供します。 

保健福祉課 
 

地域包括支援 
センター 

 
 

移送サービス事業 
緊急時において移動手段が困難な村民に対

し、移送サービスを提供します。 
社会福祉協議会 

 

 

老人クラブや地域の

自主活動組織（サロ

ン）への支援 

高齢者が地域でつながりを持って楽しんで

生活できるよう、事業運営への助言、技術提

供（健康相談、レクレーション等）を行いま

す。 

地域包括支援 
センター 
 
社会福祉協議会 

 

 

移送ボランティア 

地域で行われるサロンへ参加するために送

迎が必要な方について行き帰りの送迎活動を

ボランティアが行います。 

社会福祉協議会 
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（３）生活困窮者への支援 ≪支援する≫ 

生活困窮者による自殺を防ぐには、生活扶助等の経済的な支援に加えて、就労支援や心身面の

疾患に対する治療等、様々な分野の関係者が協働し取組を進めることで、生活困窮者を包括的に

支援していく必要があります。 

生活保護制度をはじめ公的な支援に基づく各種の取組と、自殺対策との連携を強化し、生活苦

に陥った村民に対する支援を推進します。 

■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 

 

生活保護受給申請に関わる

受付及び相談 

生活保護受給を希望する方につい

て、本人の生活実態及び家族の状況等

を聞き取り、申請受付や申請に向けた

相談を行います。本人の聞き取り状況

から他の支援が必要な場合は情報提供

を行うとともに随時関係機関へつなげ

ます。 

保健福祉課 

 

 

就学援助 

経済的な理由により就学援助が必要

な児童・生徒の保護者に対して、給食

費・学用品費などの費用の一部補助を

行うことにより、児童・生徒が等しく教

育を受ける機会を確保します。 

教育委員会 

 

 

育英資金の貸付 

経済的理由により高等学校以上の進

学が困難な生徒に対して育英資金を貸

し付けることにより、生徒が等しく教

育を受ける機会を確保します。 

総務課 

 

 

日常生活自立支援事業 

福祉サービス利用援助事業に関する

業務を行い、金銭管理等の生活再建に

向けた支援を行います。 

社会福祉協議会 

 
 

愛情資金貸付事業 
世帯で支出が困難な出費に対し、一

時的に少額金銭の貸付を行います。 
社会福祉協議会 

 

 

生活福祉資金貸付事業 

生活が困難な低所得者や高齢者、障

がい者に資金の貸付を行い、経済的自

立を促し生活意欲の助長を図ります。 

社会福祉協議会 
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  ４ 児童・生徒への支援の充実 

（１）こころの健康教育の推進 ≪気づく≫ 

いじめは子どもの生命や心身の健全な成長及び人格形成に大きな影響を及ぼすものであるこ

とから、学校教育の中でいじめの防止につながる取組を行います。 

■主な事業・取組とその概要 

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 

 

こころの健康教育 

小学校２年生を対象とした人権教室を

開催し、人の心を傷つけることがないよ

う、誰とでも平等に接する心を養います。 

教育委員会 

 
 

人権教室の開催 
人権擁護委員を招き、中学校の全生徒

を対象に講演を実施します。 
教育委員会 

○ 

 

情報モラル教育の推進 

児童や生徒がより適切なＳＮＳやイン

ターネットの使い方について、考えを深

める機会を提供します。 

教育委員会 

 

 

縦割り班活動（折鶴集会） 

ユネスコ協会と連携し、平和教育を行

うとともに、誰もが人の命を奪うことは

許されないことや人の命の尊さを学ぶ機

会を提供します。 

教育委員会 

 

 

児童・生徒アンケート及び

個人面談の実施 

年２回のいじめアンケートを行い、そ

のアンケートを基に個別の面談時間を設

け、個々の悩みに関する相談を行います。 

教育委員会 

 

 

ネットパトロールの強化 

北海道教育委員会から委託された業者

がインターネットの掲示板等を閲覧し、

児童・生徒による自殺をほのめかす書き

込みがあった場合、当該児童・生徒を特定

し、速やかに関係機関へ通告することで、

児童・生徒の生命や身体の安全を守りま

す。 

教育委員会 
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（２）ＳＯＳの出し方に関する教育の実施 ≪気づく、傾聴、つなぐ≫ 

いじめを苦にした児童・生徒の自殺が大きな社会問題となる中、平成28年4月の自殺対策基本

法の改正では、学校におけるＳＯＳの出し方教育の推進が盛り込まれました。 

このため本村でも、児童・生徒が命の大切さを実感できる教育だけでなく、命や暮らしの危機

に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時

に、つらいときや苦しいときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育（ＳＯＳの出し方教

育）に取り組みます。 

 

   ■実施教育機関 泊村立泊小学校、泊村立泊中学校 

■主な事業・取組とその概要       

新
規 

指

標 
取組 取組内容 

担当課 

実施主体 

 

 

24時間子どもＳＯＳカード配布 

大人に助けを求めることは大切で

あることを知ってもらうため、24時

間子どもＳＯＳカードを配布しま

す。 

教育委員会 

 

 

北海道児童生徒ネットコミュニケ

ーション見守り活動 

校内にポスターを掲示し目に見え

ない相手からのいじめなどに対して

も相談することができることを周知

します。 

教育委員会 

 

 

保護者向けＳＯＳの気づきの啓発 

子ども相談支援センターのポスタ

ー掲示を行い、来校した保護者が相

談できる機関の周知を行います。 

教育委員会 

 
 スクールカウンセラー派遣事業

（道事業） 

小・中学校へスクールカウンセラ

ーを派遣します。 
教育委員会 
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第５章 計画推進のために 
               

 １ 計画の推進体制 

自殺対策については、家庭や学校、職域、地域などの社会全般に関係しており、総合的な対策の

推進が必要となります。 

本計画については、保健福祉課が中心となり、村長を責任者として庁内の関係部署が幅広く参画

し、行政全体として、村民が「生きることの促進要因」を増やすことができるよう、自殺予防の視

点を持って推進していきます。また、アンケート調査や住民懇談会により住民の現状を把握し計画

に反映させており、今後も住民と連携しながら計画を推進していきます。 

本計画を推進していくために、村民一人ひとりが自殺対策への重要性を理解し、取り組みを行え

るよう、村ホームページなど多様な媒体を活用し、本計画の周知を行います。 

 

 ２ 計画の進行管理 

（１）泊村自殺対策計画の進行管理 

本計画の取り組み状況や目標値については、保健福祉課が把握し、関係部署や関係機関と共有

しながら、計画の適正な進行管理に努めます。 

 

（２）計画の点検と評価 

本計画の主な活動指標を次表のとおりとし、毎年度、取組状況を取りまとめて、庁内の関係部

署と随時進行状況の点検や評価を行っていきます。 

 

■評価指標 

施策 

（３章 22P、４章参照） 
具体的取組等（第４章参照） 現状値 目標値 

啓発活動の推進 
自殺予防週間、自殺対策強化月間を通

じた啓発活動 
－ 年２回 

啓発活動の推進 相談窓口の周知 － 
2023年度までに 

３か所以上 

啓発活動の推進 自殺対策リーフレットの配布回数 － 年２回以上 

地域における見守りの

推進 
虐待予防スクリーニングの実施 100％ 100％ 
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施策 

（３章 22P、４章参照） 
具体的取組等（第４章参照） 現状値 目標値 

ネットワークの強化 
要保護児童対策地域協議会定期開催の

体制確立 
－ 

2023年度までに 

年 1回開催 

（年 1回開催できる

体制を確立する） 

こころの健康づくりの

推進 

うつ病等メンタルヘルスに関する予防

啓発の広報等記事掲載回数 

不定期 

実施 
年１回以上 

こころの健康づくりの

推進 

公民館図書等における、こころの健康

に関する書籍の配置数 
－ １か所以上 

こころの健康づくりの

推進 
村民対象の精神保健講座の開催回数 － 

2023年度までに 

１回実施 

ＳＯＳの出し方に関す

る教育の実施 
ＳＯＳの出し方教育実施学校数 ２か所 ２か所 

ゲートキーパーの養成 ゲートキーパー養成人数 － 
2023年度までに 

30人 
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資料編 
               

 １ 北海道、民間機関等の相談窓口 

関係機関 概要 

北海道いのちの電話 

TEL 011-231-4343 

生きがいがない、先行きの不安、孤独などの相談に応じま

す。 

岩内保健所 

TEL 0135-62-1537 

こころの健康や、女性固有の心身の悩みの相談に応じま

す。 

北海道立精神保健福祉センター 

TEL 011-864-7000 

自殺未遂、自死遺族の相談、薬物依存やひきこもりなどの

相談に応じます。 

北海道立女性相談援助センター 

TEL 011-666-9955 
配偶者やパートナーからの暴力に関する相談に応じます。 

岩宇地区相談支援センター 

TEL 0135-63-1294 
様々な障がいに関わる悩みの相談に応じます。 

北海道中央児童相談所 

TEL 011-631-0301 

子どもの心や体の問題、家庭や学校での問題についての相

談に応じます。 

北海道子ども相談支援センター

（北海道教育委員会） 

TEL 0120-3882-56 

いじめや不登校、体罰などの学校教育に関する悩み、子育

て・しつけなど家庭教育に関する悩みなどの相談に応じま

す。 

北海道働き方改革推進支援・賃金

相談センター 

TEL 0800-919-1073 

中小企業・小規模事業者に対して、専門家が労務管理・賃

金制度などの相談に応じます。 

くらし・しごと相談処しりべし 

TEL 0135-48-6227 

失業や借金など生活上の困り事を抱えている方の相談に

応じます。 

しりべし弁護士相談センター 

TEL 0135-62-8373（予約受付） 

金銭や家庭内のトラブルに関する相談に弁護士が応じま

す。 

北海道ひきこもり成年相談セン

ター 

TEL 011-863-8733 

ひきこもりに関する相談に応じます。 
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 ２ 泊村保健福祉委員会 

■泊村保健福祉委員会 委員 

 部門 所属団体名等 氏   名 

１ 保健医療関係者 茅沼診療所所長 黒 澤 愼 司 

２ 福祉関係者 
社会福祉協議会事務局長 吉 藤 義 知 

とまり保育所長代理 小 山 育 美 

３ 学校教育関係者 

泊小学校長 水 口 正 紀 

泊中学校長 村 上 俊 一 

泊村教育委員会次長 石 井 正 孝 

４ 
障害・介護保険サービス

事業関係者 

むつみ荘施設長 道 川 智 光 

社会福祉協議会職員 黒 田 康 文 

５ 民生児童委員 民生児童委員協議会長 武 井 大 三 

６ 
その他村長が 

必要と認める者 

泊村ＰＴＡ連合会長 野 崎 幸 男 

とまり保育所父母の会会長 渡 辺 ヨリ子 

古宇郡漁業協同組合泊青年部長 髙 橋 洸 司 

古宇郡漁業協同組合盃青年部長 小 林 辰 義 

地域会連合会会長 二 瓶 幸 雄 

 

 ３ 住民懇談会 

■住民懇談会 参加者 

氏   名 氏   名 

高 谷  由 希 工 藤  卓 也 

菊 地  久美子 草 薙  博 昭 

本 多  利江子 高 橋  巌 一 

武 井  和 子 小 川   晃 
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